
 

 

 

 

 

  税務署は 7 月に人事異動があり、異動後しばらくして「税務調査」が始まるのが通例です。県連からの情報によると、一宮民商で 13・

14 日と続けて調査の報告が寄せられてすでに 4 件が「税務調査」になっているとのことです。異動前に「調査先の選定」を終えていると

いう情報もありましたが、一宮税務署の動きはこのことを表していると思われます。 

消費税を含む「無申告者」に狙いが？ 

 昨年の税務調査の傾向は、消費税を含む「無申告者」の洗い出しに重点が置かれ、春日井民商でも「申告してなくて調査を受けた」と

いう相談や、会員でも「消費税の申告をしてなかった」と調査になったケースがありました。無申告の場合、調査は５年さかのぼって行わ

れ、帳簿等がないと消費税の経費分が認められない「仕入税額控除否認」（売上にかかる消費税を全額納める）をされることもありま

す。 

税務署の突然の訪問には「10 の心得」にもとづいて毅然と対応 

 通常の調査は「任意」調査ですので、税務署の都合で調査を受ける必要はありません。こちらの都合に合わせて調査を受けるようにし

ましょう。支部・班で対応を相談してから調査にのぞみましょう。 

 確定申告時に届けている「自主計算パンフ」の「税務調査 10 の心得」をよく読みましょう。（以下は抜粋） 

 

 

税務署の「おたずね」も無視しないで 
 税務署からは「申告内容について」「消費税の申告につ

いて」など文書で「おたずね」が届くこともあります。放置

せず機敏に最寄りの役員、事務所まで連絡ください。 

      北支部が「食事会」を開きました 

 17 日、北支部が会員の懇親と、配達集金者の慰労をかねて「食事会」を

開き 13 名が参加しました。日頃の配達集金活動の苦労話などを交流して

楽しいひとときを過ごしました。 

この「食事会」には前進座の俳優、渡会（わたら

い）さんも参加、今秋上演予定の「あなまどい」の

観劇を訴えました。 

 

７月 27 日（火）・28 日（水）事務所は不在になります 

全県事務局員交流会のため事務所を閉めます。相談は 26 日までか 29 日以降しか受けられません 

皆さんの会費が会の活動を支えています 

会費の納入のお願い  

毎月、15 日までの会費納入にご協力下さい 

   会計 山崎孝亀 
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